
（様式第１号）

福 祉 バ ス 利 用 申 込 書
令和 年 月 日

北島町社会福祉協議会会長 殿

団体名

代表者

職氏名 ○印

連絡先

つぎのとおり福祉バスを利用したいので申込みます。

使 令和 年 月 日（ ） 使 乗
用 午前 午前 用 車
日 時 分から 時 分 目 人
時 午後 午後 的 数 名

使用責任者 運 転 行

氏 名 補助者 先

運 北 島 発
行 ※出発場所（ ）

経

路 北 島 着
※到着場所（ ）

※添付書類 □研修会、大会開催案内文章等 □運行経路（地図）

令和 年 月 日 受付

許 可 会 事 務 回 係 受

不許可 長 局 長 議 員 付

誓 約 書
このたび北島町社会福祉協議会の福祉バスを使用することについて、許可を頂きましたが、使用

時間中は規律を守り運転者に迷惑をかけないことはもちろん、別紙、福祉バス利用についての心得
を遵守し、福祉バスを大切に使用いたします。

万一、乗車している者が故意または過失によってバスを破損した場合には、修理費の全額を負担
いたします。

なお、福祉バス運行中の事故によって、いかなる事態が生じ、あるいは障がいをうけましても福
祉バスにかかる保険給付以外の補償請求はいたしません。

以上は乗車する者全員の承諾を得たので誓約書を提出いたします。

令和 年 月 日

団 体 名

代表者名 ○印

北島町社会福祉協議会会長 殿

（団体名） （代表者） 様

上記のとおり、福祉バスの利用を許可します。

令和 年 月 日

社会福祉法人 北島町社会福祉協議会

会 長 森 本 明



福祉バス利用（団体）についての心得

社会福祉法人 北島町社会福祉協議会

（利用の制限）

（１） 運行日は平日の火・木曜日とする。但し、１２月２９日から１月３日までを除く。

（２） 運行時間は午前９時から午後５時までとする。

（３） 利用人員は、１回の使用に９名以上、１９名以下とし、福祉活動を主とする内容であ

ること。

（４） 利用団体は車掌の役目を代理する運転の補助者を予め決定し、運転手の要請があった

ときの誘導または、運転手が運転中のときの連絡対応等、その他安全運転に協力するも

のとする。

（利用者の遵守事項）

（１） 車内禁煙

（２） 走行中みだりに座席を離れないこと。

（３） 走行中に窓から顔や手などを出さないこと。

（４） 大きな荷物や危険物を持ち込まないこと。

（５） 走行中みだりに運転手に話しかけないこと。

（６） 車内において他人に迷惑をかける行為をしないこと。

（７） 車内で出たゴミは必ず持ち帰ること。

（８） 運転手及び補助者の指示に従うこと。

（９） 運転手に対する「心づけ」は無用とする。

（利用の手続）

（１） 福祉バスの利用を変更する場合は、変更申請を行い、許可を受けること。

（２） 利用を取りやめる場合は、利用する３日前までに必ず届け出ること。ただし、天候等

によりやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

附 則

この心得は、平成２年４月１日から施行する。

附 則

この心得の一部改正は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この心得の一部改正は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この心得の一部改正は、平成２３年１２月１３日から施行する。

附 則

この心得の一部改正は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この心得の一部改正は、平成２４年９月２１日から施行する。

附 則

この心得の一部改正は、平成２６年４月１日から施行する。


